
 

 

（様式１） 

 

やまなし提案型システム販売企画提案の募集について 

（木造公共施設等建設部門、ブランド化推進部門） 

 

次のとおり、やまなし提案型システム販売に係る企画提案を募集します。 

 

令和３年２月２６日 

 

山梨県知事 長崎 幸太郎     

 

 

１ 販売概要  

（１） 販売名称 

やまなし提案型システム販売 

 

（２） 販売目的 

この販売は、環境や地域社会に配慮し、経済的にも持続可能な責任ある国際森林管理認証（ＦＳＣ森林

管理認証）を取得しているやまなし県有林材（以下「県有林材」という。）を、協定に基づき認証材需要者に

直接安定供給することにより、加工・流通の合理化を促進するとともに、県有林材の製品生産体制やブラン

ド力向上を図ることを目的とする。 

 

（３） 販売内容 

① 素材生産から加工・流通までの供給体制のもと、県有林材を利用した製品供給を計画した者から、県

有林材のブランド力向上に寄与する製品供給計画の提案を募集し、有効性及び実現性の観点から審

査・選定したものについて、提案内容の実現に要する県有林材（以下「物件」という。）を販売する。 

② 募集する提案は、販売する物件の使用目的により、公共建築物等への使用を目的とする部門（以下

「木造公共施設等建設部門」という。）及び広葉樹材製品への使用を目的とする部門（以下「広葉樹材製

品部門」という。）並びにそれ以外の目的に使用する部門（以下「ブランド化推進部門」という。）に分けて

行う。 

③ 販売する立木の対象は、県有林材とし、物件を原則、小班単位で販売する。 

④ 部門ごとの募集内容は次のとおりとする。 

【木造公共施設等建設部門】 

木造公共建築物等※の建設に、県有林認証材製品を供給しようとする者からの提案に対し、必要な立

木を販売する（募集期間は終了告知日までとし、協定期間は原則１年程度とする）。 

※ 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成 22 年法律第 36 号）」第２条第１項

各号及び同法施行令（平成 22 年政令第 203 号）第１条各号に掲げる建築物のほか、不特定多数が

利用する木造商業施設又は高層木造建築物のこと。 

【広葉樹材製品部門】 

広葉樹材を用材（製材用又は合板用）として使用して県有林認証材製品を供給しようとする者からの



 

 

提案に対し、必要な立木を販売する（募集期間は終了告知日までとし、協定期間は原則５年以内とす

る）。 

【ブランド化推進部門】 

木造公共施設等建設部門及び広葉樹材製品部門に該当しない県有林認証材製品を供給しようとす

る者からの提案に対し、必要な立木を販売する（協定期間は原則５年以内とする）。 

⑤ 今回募集する提案は次のとおりとする。 

・ 木造公共施設等建設部門（募集期間は終了告知日まで、協定期間は原則１年程度） 

・ ブランド化推進部門（募集期間は「２ スケジュール」参照、協定期間は令和３年度から５年以内） 

⑥ 県有林材がやまなし FSC 認証材製品として使用され、広くブランドイメージが PR できることを目的として

いるため、原則として、すべての販売立木を製品化する（歩留り分や利用径級に達しない立木分等は考

慮する）ものとする。 

⑦ 県有林材の供給予定数量 

（木造公共施設等建設部門）                                      単位：ｍ３ 

樹種 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ・ｱｶﾏﾂ・ｶﾗﾏﾂ・その他 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

合計 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

（ブランド化推進部門）                                          単位：ｍ３ 

樹種 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

ｱｶﾏﾂ・ｶﾗﾏﾂ・その他 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 

合計 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 

 

２ スケジュール 

（木造公共施設等建設部門） 

項  目 期日等 

① 募集開始 

② 企画提案申請書提出期限 

③ 審査結果通知 

④ 審査結果に対する質問受付期限 

⑤ 協定締結 

⑥ 物件の提示・販売 

令和３年２月２６日（金） 

随時受付 

受付日から、約３週間 

結果通知日から１週間 

結果通知後 

結果通知後 

（ブランド化推進部門） 

項  目 期日等 

① 募集開始 

② 企画提案申請書提出期限 

③ 審査結果通知 

④ 審査結果に対する質問受付期限 

⑤ 協定締結 

⑥ 物件の提示・販売 

令和３年２月２６日（金） 

令和３年３月２４日（水） 

令和３年３月３０日（火） 以降 

結果通知日から１週間 

令和３年３月３１日（水） 以降 

令和３年５月以降に評価点順に行う。 



 

 

 

３ 企画提案の参加資格 

① FSC森林管理認証におけるCoC認証をそれぞれが取得している素材生産事業者、木材加工事業者及び

製品流通事業者のほか、製品供給のコーディネートを行う者が必要な業種により構成する共同体であること。 

② 山梨県物品等競争入札参加資格者名簿において「森林整備」及び「その他不用品買入」に登録された者

を構成員に含んだ共同体であること。 

③ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定（契約を締結する能力を有しない）に該当する者でないこと。 

④ 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立て、又は民事再生法に基づき民事再生手続き開始の申し立

てがなされている者でないこと。 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員でないこと又は法

人にあってはその役員が暴力団員でないこと。 

⑥ 「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間が協定期間

（令和３年３月３１日～）に含まれている者でないこと。 

 

４ 企画提案申請書 

（１） 申請書類及び添付書類 

① 「やまなし提案型システム販売企画提案申請書」 

② 「やまなし提案型システム販売県有林認証材製品事業計画」 

※ 必要に応じ、別途資料を添付する。 

 

（２） 提出場所 

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 山梨県庁本館８階 

  山梨県森林環境部県有林課経営担当 

  電話番号（直通） ： 055-223-1658  FAX 番号 ： 055-223-1679 

 

（３） 提出方法 

書面で４（１）の正本１部を提出するとともに、電子媒体として CD-ROM 等に格納し提出すること。 

 

（４） 質問方法 

本企画提案の募集に関することで、質問がある場合には、電子メールにて次の宛先に送信すること。な

お、電話による質問は受け付けない。また質問を送信した場合は、電話にてメールの受信確認を行うこと。 

   山梨県森林環境部県有林課経営担当   メールアドレス：kenyurin@pref.yamanashi.lg.jp 

   件名：「やまなし提案型システム販売企画提案の募集に関する質問（貴社名）」 

 

５ 審査及び結果通知 

（１） 審査 

① 本企画提案の募集で提出された、企画提案申請書に係る審査は、審査委員会を設置して行う。 

② 審査委員会による審査は、「審査基準」（別紙１）により行う。 

③ １（３）⑦に定める供給予定数量の範囲内で、委員会の審査により、提案者たる共同体を販売先として

選定する。 

mailto:kenyurin@pref.yamanashi.lg.jp


 

 

④ 販売量は、同一施設を対象としている提案については、販売量に重複加算しないこととする。 

 

（２） 結果通知 

① 結果は、販売先としての選定の有無等について、提案者全員に文書にて通知する。 

② 結果に対する異議申立ては受け付けない。 

③ 後日、県ホームページにおいて選定者を公表する。（部門別、代表者名のみ） 

 

６ 協定・契約 

（１） 協定 

選定された共同体と販売協定を締結する。 

 

（２） 販売契約 

① 協定内容に従い、森林環境部長が提示する販売予定物件から、共同体が同意したものを、当該物件

を管轄する林務環境事務所長が随意契約にて販売する。 

② 販売は、物件対象施設及びプロジェクトの製品が認証材を使用する見込みが立った後(以下「事業化見

込」という。)に開始する。（事業化見込とは、製品が構造躯体として図面等に表記されることなどで、客観

的に使用される見込みであるとの判断が可能な状態のこと。） 

③ 事業化見込による、販売開始後、共同体の製品が、設計変更や他社製品との競合などにより、物件対

象施設及びプロジェクトの製品として使用されないことが確定となった場合、物件の販売を中止し、協定

を解除する。この場合、販売契約済みであっても、物件の引渡しを行っていないものは、契約を取り消し、

売払代金が納付されている場合は返還する。 

④ 上記③の判断のため、選定された共同体は、物件対象施設等の採用あるいは不採用が確定した時点

で、その事実を確認することができる資料等を速やかに提出する。 

⑤ 本販売の売り払い予定価格は、立木価格評定要領に基づく算定額(以下「県評価額」という。)に、「やま

なし提案型システム販売企画提案申請書」に記載された素材価格(以下「提案価格」という。)を県の立

木販売基準価格(以下「県基準価格」という。)で除した値開き率を乗じた価格とする。 

【事例】 売り払い予定価格＝県評価額×値開き率（提案価格/県基準価格） 

※値開き率が１未満の場合は１とする。 

⑥ 協定を締結した共同体は、年度毎に、事業結果を報告する。 

⑦ 前項の報告により、申請書の企画提案事項の実施状況を検証し、提案どおりの取り組みが行われてい

ない場合は、協定を解除することがある。 

⑧ 物件の販売が複数年度にわたる場合、次年度の販売は、原則として、共同体が企画提案事項を踏ま

えて取り組みを実施していることを確認した後に行う。 

 

７ その他 

（１） 企画提案書等及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２） 提案に要する経費は、各事業者の負担とする。 

（３） 提出されたすべての書類は、返却しないものとする。 

 



（様式１別紙１） 

審査基準 

 

評価項目 評価基準 評価内容 

基

本

審

査

事

項 

システム販売協定の対象となる提

案者の要件 

県有林材製品として共同体構成員間で、円滑に加工･

流通を行える体制・体系となっているか。 

 

 

 

優良と認められるもの 

良と認められるもの 

上記以外 

左記評価基準項目記載なし又は確認

できない場合は 欠格 

共同体の構成員に、山梨県物品等競争入札参加資格

者名簿において「森林整備(23-6)」及び「その他不用

品買入(15-12)」に登録された者がいるか。 

左記評価基準項目記載なし又は確認

できない場合は 欠格 

 

認証材製品の生産・販売計画 

 

現在、FSC認証材製品として生産・販売していると確認

できるものか。（現在、非認証材製品であっても、この販

売により、認証材製品を生産・販売する予定であれば

可とする。） 

左記評価基準項目記載なし又は確認

できない場合（FSC認証材製品を消費

者に販売する事業体が明確でない場

合等）は 欠格 

希望樹種・材積の妥当性 

 

希望する樹種及び材積が、県が供給可能な範囲となっ

ているか。 

左記評価基準項目記載なし又は確認

できない場合（募集していない樹種で

ある場合、供給予定量を超えている場

合、製品生産計画量に対して買受希

望材積等が適正でない場合）は 欠格 

買受素材価格 

 

 

提案者が買受を希望する県有林材の素材価格が、県

の基準単価に比べ妥当なものか。 

 

基準価より 

50%増以上 

20%増以上 

基準以上 

基準価未満 

左記評価基準項目記載なし又は基準

価80%未満の場合は 欠格 

事業化見込時期 

 

 

 

 

協定後、物件毎の立木販売開始時期の根拠となる、事

業化見込時期が、適正なものか。 

 

 

 

優良と認められるもの 

良と認められるもの 

上記以外 

左記評価基準項目記載なし又は確認

できない場合は 欠格 

素材生産、加工・製品生産実績 

 

 

 

 

素材生産実績から勘案して事業計画を実施可能な能

力を有しているか。 

加工・製品生産実績から勘案して事業計画を実施可能

な能力を有しているか。 

 

優良と認められるもの 

良と認められるもの 

上記以外 

左記評価基準項目記載なし又は確認

できない場合は 欠格 



評価項目 評価基準 評価内容 

企

画

提

案

事

項 

やまなし県有林材の認知度向上 製品が使用されることにより、県有林材の認知度向上

につながるものか。 

県有林材を使用していることが、明確にわかる工夫がさ

れているか。 

優良と認められるもの 

良と認められるもの 

上記以外 

県内産業への対応 県内において素材生産、加工、製品生産を計画してい

るか。 

優良と認められるもの 

良と認められるもの 

上記以外 

共同体による今後の取り組み 共同体による取り組みが今後も継続される見込みが高

く、県有林材製品の新規開発等により、需要拡大につ

ながるものか。 

優良と認められるもの 

良と認められるもの 

上記以外 

 


